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横浜市のマンションの概況

人口：377万人

世帯：134万世帯

（住民基本台帳、2026年1月1日現在）

マンション数：8,603件(管理組合)

住戸数：51.8万戸

（2024年固定資産課税台帳より、非木造、住宅用途が６戸以上含まれる建物のす
べての区分所有区画数をカウント）

管理計画認定：３０２件（１月21日時点）

助言、指導、勧告の実績：なし
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横浜市のマンションの概況

1979年以前建築 ：
1980年～1999年建築：
2000年以降建築 ：

住戸数
50戸未満 ：
50～99戸 ：
100～199戸：
200戸以上 ：

中心市街地
横浜駅～みなとみらい
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建築年ごとのマンションストック数（2024年固定資産税）

築50年以上のマンション：641件、7.4％（54,171戸）
築40年以上のマンション：2,368件、27.5％（140,806戸）
築30年以上のマンション：4,709件、54.7％（255,245戸）



管理法による指導助言の目安と横浜市の状況
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指導等の種類 目安

管理法に基づく助言・指導 • 管理者等が定められていない
• 集会が年１回以上開催されていない
• 理事会が年１回以上開催されていない （市独自）
• 管理規約が存在しない、または 必要に応じた改正がされていない
• 管理費と修繕積立金の区分経理、適正管理がされていない
• 適宜適切な維持修繕を行うための修繕積立金が積み立てられていない
• 長期修繕計画が作成されていない、または見直しがされていない
• 長期修繕計画に基づく修繕が実施されていない

マンションの管理状況アンケート調査結果

対象：1984年以前建築のマンション 2,118件

回答数：1,314件

助言・指導の目安への該当：322件/1,314件（24.5％）

 回答数に対し助言対象がとても多い（多すぎて対応できない）

 用語が理解できていなかった管理組合が散見され、回答精度に疑問



アンケート調査の工夫
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【回答精度】
用語等の説明を細やかに

【効率化・節約】
回答欄に数字回答⇒ＯＣＲで自動集計
（入力作業を省略、コストカット）

【効率化】
マンションにコードを振りＯＣＲで識別、自動集計

【集計精度】
宛名を差し込み印刷にし、送付先と回答が常に一
致、集計ミスを削減
（管理組合にマンション名を書かせると市保有のマンショ
ン名と違う場合があり、取り違い集計ミスにつながる）

【効率化・節約】
オンライン回答も可能



管理法・再生法の助言、指導、勧告の目安

6

指導等の種類 目安

管理法に基づく助言・指導 • 管理者等が定められていない
• 集会（総会）が年１回以上開催されていない
• 管理規約が存在しない、または 必要に応じた改正がされていない
• 管理費と修繕積立金の区分経理、適正管理がされていない
• 適宜適切な維持修繕を行うための修繕積立金が積み立てられていない
• 長期修繕計画が作成されていない、または見直しがされていない
• 長期修繕計画に基づく修繕が実施されていない

管理法に基づく勧告 • 長期修繕計画に基づく修繕が実施されておらず、放置すれば著しく保安
上危険、または著しく衛生上有害となるおそれ

再生法に基づく助言・指導 • 要除却等認定基準に該当する可能性がある

再生法に基づく勧告 • 除却等認定の複数の基準に該当する可能性が高い

• 要除却等認定の基準よりも安全性の水準が低く、劣化が進むことにより、
著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれハード評価



ハード面の実態調査の取組（試行）

くまなく現地調査したいが人力調査には大きな労力

Googleストリートビューで一次スクリーニングできないか

⇒それでも人力で１件１件見ていくのは大きな労力

ストリートビューによる画像収集を自動化（RPAソフトを使用、Pythonでも実施可）

一晩で築30年以上4,709件のマンションの立面画像を収集

1件あたり5秒程度で要現地確認のマンションをピックアップ（本市で100件程度）
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管理法・再生法の助言、指導、勧告の目安
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指導等の種類 目安

管理法に基づく助言・指導 • 管理者等が定められていない
• 集会（総会）が年１回以上開催されていない
• 管理規約が存在しない、または 必要に応じた改正がされていない
• 管理費と修繕積立金の区分経理、適正管理がされていない
• 適宜適切な維持修繕を行うための修繕積立金が積み立てられていない
• 長期修繕計画が作成されていない、または見直しがされていない
• 長期修繕計画に基づく修繕が実施されていない

管理法に基づく勧告 • 長期修繕計画に基づく修繕が実施されておらず、放置すれば著しく保安
上危険、または著しく衛生上有害となるおそれ

再生法に基づく助言・指導 • 要除却等認定基準に該当する可能性がある

再生法に基づく勧告 • 除却等認定の複数の基準に該当する可能性が高い

• 要除却等認定の基準よりも安全性の水準が低く、劣化が進むことにより、
著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれ



他の政策と連動した指導等の運用の可能性の検討

【耐震化施策（横浜市耐震改修促進計画（令和６年４月））】

• 耐震診断義務付け道路に面している

• 耐震性が不足している

• 倒壊すると道路を全幅閉塞させる可能性のある高さがある

上記建物には特に力を入れて耐震化を働きかけているものの、
中々進まない。

⇒耐震改修促進法には、耐震改修を求める指導等の直接の規定
は無い

• マンション法を根拠として、耐震性の不足する重要道路沿
道マンションに指導等を行い、耐震化施策を推進すること
も考えられる。

耐震診断義務付け対象道路図 9
※ 現在検討中の案であり、未確定事項です



管理法・再生法の助言、指導、勧告の目安
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指導等の種類 目安

管理法に基づく助言・指導 • 管理者等が定められていない
• 集会（総会）が年１回以上開催されていない
• 管理規約が存在しない、または 必要に応じた改正がされていない
• 管理費と修繕積立金の区分経理、適正管理がされていない
• 適宜適切な維持修繕を行うための修繕積立金が積み立てられていない
• 長期修繕計画が作成されていない、または見直しがされていない
• 長期修繕計画に基づく修繕が実施されていない

管理法に基づく勧告 • 長期修繕計画に基づく修繕が実施されておらず、放置すれば著しく保安
上危険、または著しく衛生上有害となるおそれ

再生法に基づく助言・指導 • 要除却等認定基準に該当する可能性がある

再生法に基づく勧告 • 除却等認定の複数の基準に該当する可能性が高い

• 要除却等認定の基準よりも安全性の水準が低く、劣化が進むことにより、
著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれ



再生法の助言、指導、勧告について

 助言等の開始は要除却等認定への該当性によって判断するが、認定項目ごとにその性質は異なる

耐震・防火・バリアフリー：建物の初期性能によるもののため、「管理とは直接リンクしない」「修繕

では改善せず、少なくとも改修が必要」

外壁剥落・配管損傷：建築後の管理によって発生するため、「管理の不全が直接リンク」「修繕による

改善が可能」

耐震・防火・バリアフリー
管理法勧告⇒再生法助言の流れは無し（再生法助言からスタート）

外壁剥落・配管損傷
管理法による指導等と一体的に運用が必要、管理法助言から始まり、特に外壁剥落は再生法勧告まで
行う

 修繕勧告に従う意思のない（または対応する体制・資金がない）マンションに対し建替え等の助言、
指導と進めることになる

 ⇒管理体制等のソフト面も評価が必要では

11※ 現在検討中の案であり、未確定事項です



助言、指導、勧告について

12

指導・助言及び勧告に関するガイドライン別紙２

【検討したいソフト的視点】

• 管理法助言目安：修繕を行うための修繕積立金
が積み立てられていない≒長期修繕計画通りに
積み立てられているか

 修繕勧告や再生法助言等に積立金額の基準
ex.損傷に対し当座の最低限の修繕ができる額
（200円/㎡・月×5年程度分など）

 空き家率、所有者不明住戸率

 管理者不在の場合、キーパーソンが存在するか

など

※ 現在検討中の案であり、未確定事項です



ＰＲ：ＬＩＮＥによる情報発信

㈱スマート修繕（DeNAグループ）とLINEアカウ
ントを共同運営。

民間連携によって行政の負担を減らしつつ、民
間の情報力を活用

 マンションに関するあらゆる情報を毎週発信
※Googleの検索キーワードデータを活用し、
ニーズの高い内容を中心に配信
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市WEBページも支援や補助の内容だけ
でなく、管理のいろはから掲載

記者発表



ＰＲ：横浜市版大規模修繕工事費用シミュレーター
 長期修繕計画データ化サービス

大規模修繕工事費用シミュレーター

提供：㈱スマート修繕（DeNAグループ）

大規模修繕工事の見積書をアップロードすると、費用相場を算出、

相場との価格差の査定が受けられます。（利用料無料）

長期修繕計画データ化サービス

提供：㈱オプテージ（関西電力グループ）

長期修繕計画をデータ化できるサービスです。データ化により、将

来的な費用の他、赤字リスク・工事予定・積立金の状況が一目で分

かります。（利用料無料）
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記者発表



参考：固定資産税データを利用したマンションＤＢ

使用したデータ

【家屋（非木造・区分所有のみ）】
地番・建物名・街区名・棟名（棟番号）・
区分区画名（部屋番号）・用途・建築年・
建築月・床面積

【土地】
地番・面積・
所有者コード（所有者、共有持ち分構成比
ごとに唯一のコードが振られる）

※ 個人情報は含まれない

 Excelの関数のみで計算可能です
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〇市▲町123-1 〇市▲町124-5

所有者コードが同じなら同じマンションの敷地

建物所在地
〇市▲町123-1

建物所在地
〇市▲町124-5

地番が同じな
らマンション

の敷地

この場合は2棟団地とカウント
敷地面積＝123-1＋124-5の面積



参考：水道使用量データを使用した空き家率の推測

【水道局よりもらったデータ】

住所（住居表示）・建物名・部屋番号（メーター設置個所）・年間使用量・休止（〇or×）

【留意点】

• 共用部にも水道が引いてあることが多い

• 古いマンションでは共同メーターのところも多い（空き家推測不可）

【計算方法】

部屋数 ：部屋番号から共用部とみられるものを除き、建物名が同じメーター数をカウント

空き家数：共用部以外の休止数をカウント

固定資産税ＤＢとの結合：ＡＩを使いマンション名で突合（２とⅡ、弐など表記ゆれをＡＩでクリア）
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参考：不動産登記簿のオンライン公用請求
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法務省：登記情報連携の拡大について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00367.html
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